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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞の多点タイムラプス観察を行う顕微鏡装置であって、
　対物レンズの光軸に対して垂直な平面上で観察試料を移動させる平面移動手段と、
　前記観察試料に対してなされる複数の観察領域の各々の前記平面上における位置の設定
を取得する観察領域位置設定取得手段と、
　前記対物レンズの合焦位置が位置している前記観察領域である対象観察領域の画像の取
得の処理、若しくは当該対象観察領域への刺激の処理を行う対象観察領域処理手段と、
　前記対象観察領域と他の前記観察領域との間の距離を算出する算出手段と、
　前記平面移動手段を制御して前記観察試料を移動させて、前記観察領域のうち前記画像
の取得の処理若しくは前記刺激の処理が未だ行われていないものであって且つ前記対象観
察領域との間の前記距離が最短であるものを、前記対物レンズの合焦位置に位置させる平
面移動制御手段と、
　前記観察領域から選ばれる最初に前記対象観察領域とするものである先頭観察領域の選
択の設定を取得する選択取得手段と、
　前記平面移動手段を制御して前記観察試料を移動させ、前記先頭観察領域を前記対物レ
ンズの合焦位置へ位置させる初動制御手段と、
　いずれかの前記観察領域が前記対物レンズの合焦位置に位置したときに前記画像の取得
の処理若しくは前記刺激の処理を前記対象観察領域処理手段に行わせる対象観察領域処理
制御手段と、
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を有し、
　前記平面移動制御手段は、前記対象観察領域処理手段による前記画像の取得の処理若し
くは前記刺激の処理がひとつの前記対象観察領域に対して完了してから前記平面移動手段
を制御し、
　所定の時間の経過を計時する計時手段を更に有し、
　前記初動制御手段は、前記所定の時間が経過する度に前記平面移動手段の制御を改めて
開始し、
　前記平面移動制御手段は、前記所定の時間が経過する度に全ての前記観察領域について
前記画像の取得の処理若しくは前記刺激の処理が行われていないものとして前記平面移動
手段の制御を行い、
　前記初動制御手段による制御が開始された後に前記観察試料に対してなされる新たな領
域の前記平面上の位置の設定を取得して当該領域を前記観察領域とする観察領域位置設定
追加取得手段を更に有する、
ことを特徴とする顕微鏡装置。
【請求項２】
　対物レンズの光軸に対して垂直な平面上で観察試料を移動させる平面移動手段と、
　前記観察試料に対してなされる複数の観察領域の各々の前記平面上における位置の設定
を取得する観察領域位置設定取得手段と、
　前記対物レンズの合焦位置が位置している前記観察領域である対象観察領域の画像の取
得の処理、若しくは当該対象観察領域への刺激の処理を行う対象観察領域処理手段と、
　前記対象観察領域と他の前記観察領域との間の距離を算出する算出手段と、
　前記平面移動手段を制御して前記観察試料を移動させて、前記観察領域のうち前記画像
の取得の処理若しくは前記刺激の処理が未だ行われていないものであって且つ前記対象観
察領域との間の前記距離が最短であるものを、前記対物レンズの合焦位置に位置させる平
面移動制御手段と、
　前記対物レンズの焦点と前記観察試料との間の相対的な位置関係を当該対物レンズの光
軸方向に変化させる光軸方向移動手段と、
　前記観察領域の各々における前記光軸方向の位置の範囲の設定を取得する観察領域範囲
取得手段と、
　前記観察領域が前記対物レンズの合焦位置に位置したときに前記光軸方向移動手段を制
御して前記位置関係を変化させて、前記観察試料に対する前記対物レンズの焦点の位置を
、前記対象観察領域について設定されている前記範囲を特定している一方の境界から他方
の境界まで一定の向きに変化させる光軸方向移動制御手段と、
を有し、
　前記対象観察領域処理手段は、前記対象観察領域での前記観察試料に対する前記対物レ
ンズの焦点の位置の変化量が所定の量に達する毎に、当該対象観察領域に対する前記画像
の取得の処理若しくは前記刺激の処理を行い、
　前記光軸方向移動制御手段による制御が終了したときにおける前記観察試料に対する前
記対物レンズの焦点の位置である終了焦点位置を取得する終了時焦点位置取得手段を更に
有し、
　前記光軸方向移動制御手段は、前記対象観察領域について設定されている前記範囲を特
定している２つの境界のうち、前記終了時焦点位置取得手段によって直近に取得されてい
た前記終了焦点位置と近い方の境界から遠い方の境界へと前記観察試料に対する前記対物
レンズの焦点の位置を変化させる、
ことを特徴とする顕微鏡装置。
【請求項３】
　細胞の多点タイムラプス観察を行う顕微鏡装置であって、
　対物レンズの光軸に対して垂直な平面上で観察試料を移動させる平面移動手段と、
　前記観察試料に対してなされる複数の観察領域の各々の前記平面上における位置の設定
を取得する観察領域位置設定取得手段と、
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　前記対物レンズの合焦位置が位置している前記観察領域である対象観察領域の画像の取
得の処理、若しくは当該対象観察領域への刺激の処理を行う対象観察領域処理手段と、
　前記対象観察領域と他の前記観察領域との間の距離を算出する算出手段と、
　前記観察領域の全てを前記対物レンズの合焦位置に順次位置させるべく前記観察試料の
移動をさせるときに、前記距離に基づく順序であって当該移動の経路長を短くする当該順
序で当該観察試料を移動させるように前記平面移動手段を制御する平面移動制御手段と、
　前記観察領域から選ばれる最初に前記対象観察領域とするものである先頭観察領域の選
択の設定を取得する選択取得手段と、
　前記平面移動手段を制御して前記観察試料を移動させ、前記先頭観察領域を前記対物レ
ンズの合焦位置へ位置させる初動制御手段と、
　いずれかの前記観察領域が前記対物レンズの合焦位置に位置したときに前記画像の取得
の処理若しくは前記刺激の処理を前記対象観察領域処理手段に行わせる対象観察領域処理
制御手段と、
を有し、
　前記平面移動制御手段は、前記対象観察領域処理手段による前記画像の取得の処理若し
くは前記刺激の処理がひとつの前記対象観察領域に対して完了してから前記平面移動手段
を制御し、
　所定の時間の経過を計時する計時手段を更に有し、
　前記初動制御手段は、前記所定の時間が経過する度に前記平面移動手段の制御を改めて
開始し、
　前記平面移動制御手段は、前記所定の時間が経過する度に全ての前記観察領域について
前記画像の取得の処理若しくは前記刺激の処理が行われていないものとして前記平面移動
手段の制御を行い、
　前記初動制御手段による制御が開始された後に前記観察試料に対してなされる新たな領
域の前記平面上の位置の設定を取得して当該領域を前記観察領域とする観察領域位置設定
追加取得手段を更に有する、
ことを特徴とする顕微鏡装置。
【請求項４】
　前記刺激の処理は、前記対物レンズを介して前記対象観察領域へレーザ光を照射する処
理であることを特徴とする請求項１から３のうちのいずれか一項に記載の顕微鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顕微鏡装置で用いられる技術に関し、特に、観察試料の時系列変化の観察を
行うための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　顕微鏡装置のひとつとして共焦点レーザ走査型顕微鏡装置が広く知られている。共焦点
レーザ走査型顕微鏡装置は、レーザ光を対物レンズで微小なスポット光に絞り、このスポ
ット光で観察試料上を走査したときに観察試料から到来する光を電気信号に変換し、この
電気信号に基づいて観察試料についての画像を生成して画像モニタに表示させるというも
のである。
【０００３】
　従来、このような顕微鏡装置は、細胞や組織の三次元的な構造や形態を観察するための
手段として広く用いられてきたが、近年では、生細胞組織のダイナミクスを解析するため
の手段としても用いられるようになってきた。
　例えば、特許文献１には、一定時間間隔をおいて光軸方向に亘る複数の試料断層像を共
焦点顕微鏡装置で取得して時間間隔毎の試料断層像の差分画像を生成し、この差分画像か
ら試料の擬似三次元像を作成して時間経過に応じて表示させることにより、試料の三次元
的な時間変化を観察できるようにする技術が開示されている。
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【特許文献１】特開平６－２７３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　細胞のダイナミクスな変化を時系列に観察する手法のひとつに、多点タイムラプス観察
というものがある。多点タイムラプス観察は、観察試料上に設定された複数の観察領域の
各々における時系列変化を観察するというものである。
　例えば共焦点レーザ走査型顕微鏡装置を用いて多点タイムラプス観察を行う場合には、
電動ＸＹステージ装置と電動準焦部とを組み合わせた共焦点レーザ走査型顕微鏡装置へ観
察試料における複数の注目領域を操作者が登録しておき、一定の時間間隔で、若しくは予
め設定された回数だけ、その注目領域の各々についての画像の取得を繰り返すという実験
が行われる。
【０００５】
　この実験が開始されると、共焦点レーザ走査型顕微鏡装置は電動ＸＹステージ装置と電
動準焦部とを動作させて各注目領域の画像の取得を繰り返す。この画像の取得の繰り返し
は操作者が注目領域を登録した順序で行われる。
　注目領域の登録は試料上に散布されている細胞の中から操作者が注目領域を探索して行
われるが、このとき操作者は電動ＸＹステージ装置や電動準焦部の移動を考慮して探索・
登録を行うことはない。そのため、実験を開始すると電動ＸＹステージ装置や電動準焦部
の動作に無駄のあることが多く、このような無駄によって実験の所要時間が長くなってし
まうという問題を抱えていた。
【０００６】
　また、生細胞の時系列観察においては、細胞の形状変化や移動が予期しない範囲にまで
及ぶことがあるために、細胞が当初設定していた観察視野から外れてしまうことがある。
多点タイムラプス観察の実験中に細胞が観察視野から外れてしまった場合には、例えば新
たな注目領域を共焦点レーザ走査型顕微鏡装置へ登録することによってその実験を継続し
、その後の観察を可能とする。しかしながら、実験中にこのように追加登録された注目領
域の画像の取得は、繰り返される一連の画像取得における最後に行われることとなる。こ
のため、前述した場合と同様に電動ＸＹステージ装置や電動準焦部に更なる無駄な移動を
行わせる場合が多かった。
【０００７】
　本発明は上述した問題に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、多
点タイムラプス観察を行うための実験の所要時間を短縮することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の態様のひとつである顕微鏡装置は、細胞の多点タイムラプス観察を行う顕微鏡
装置であって、対物レンズの光軸に対して垂直な平面上で観察試料を移動させる平面移動
手段と、当該観察試料に対してなされる複数の観察領域の各々の当該平面上における位置
の設定を取得する観察領域位置設定取得手段と、当該対物レンズの合焦位置が位置してい
る当該観察領域である対象観察領域の画像の取得の処理、若しくは当該対象観察領域への
刺激の処理を行う対象観察領域処理手段と、当該対象観察領域と他の前記観察領域との間
の距離を算出する算出手段と、当該平面移動手段を制御して当該観察試料を移動させて、
当該観察領域のうち当該画像の取得の処理若しくは当該刺激の処理が未だ行われていない
ものであって且つ当該対象観察領域との間の当該距離が最短であるものを、当該対物レン
ズの合焦位置に位置させる平面移動制御手段と、当該観察領域から選ばれる最初に当該対
象観察領域とするものである先頭観察領域の選択の設定を取得する選択取得手段と、当該
平面移動手段を制御して当該観察試料を移動させ、当該先頭観察領域を当該対物レンズの
合焦位置へ位置させる初動制御手段と、いずれかの当該観察領域が当該対物レンズの合焦
位置に位置したときに当該画像の取得の処理若しくは当該刺激の処理を当該対象観察領域
処理手段に行わせる対象観察領域処理制御手段と、を有し、当該平面移動制御手段は、当
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該対象観察領域処理手段による当該画像の取得の処理若しくは当該刺激の処理がひとつの
当該対象観察領域に対して完了してから当該平面移動手段を制御し、所定の時間の経過を
計時する計時手段を更に有し、当該初動制御手段は、当該所定の時間が経過する度に当該
平面移動手段の制御を改めて開始し、当該平面移動制御手段は、当該所定の時間が経過す
る度に全ての当該観察領域について当該画像の取得の処理若しくは当該刺激の処理が行わ
れていないものとして当該平面移動手段の制御を行い、前記初動制御手段による制御が開
始された後に前記観察試料に対してなされる新たな領域の前記平面上の位置の設定を取得
して当該領域を前記観察領域とする観察領域位置設定追加取得手段を更に有する、ことを
特徴とするものである。
【０００９】
　この構成によれば、各観察領域を観察位置に順次位置させるために移動させる観察試料
の移動量が短くなる。従って、それだけ平面移動手段の動作の無駄が削減される結果、実
験の所要時間が短縮される。また、平面移動手段の動作時間が短くなるので、平面移動手
段を動作させると生じる振動が観察試料へ及ぼす影響も低減される。
【００１３】
　また、本発明の別の態様のひとつである顕微鏡装置は、対物レンズの光軸に対して垂直
な平面上で観察試料を移動させる平面移動手段と、当該観察試料に対してなされる複数の
観察領域の各々の当該平面上における位置の設定を取得する観察領域位置設定取得手段と
、当該対物レンズの合焦位置が位置している当該観察領域である対象観察領域の画像の取
得の処理、若しくは当該対象観察領域への刺激の処理を行う対象観察領域処理手段と、当
該対象観察領域と他の当該観察領域との間の距離を算出する算出手段と、当該平面移動手
段を制御して当該観察試料を移動させて、当該観察領域のうち当該画像の取得の処理若し
くは当該刺激の処理が未だ行われていないものであって且つ当該対象観察領域との間の当
該距離が最短であるものを、当該対物レンズの合焦位置に位置させる平面移動制御手段と
、当該対物レンズの焦点と当該観察試料との間の相対的な位置関係を当該対物レンズの光
軸方向に変化させる光軸方向移動手段と、当該観察領域の各々における当該光軸方向の位
置の範囲の設定を取得する観察領域範囲取得手段と、当該観察領域が当該対物レンズの合
焦位置に位置したときに当該光軸方向移動手段を制御して当該位置関係を変化させて、当
該観察試料に対する当該対物レンズの焦点の位置を、当該対象観察領域について設定され
ている当該範囲を特定している一方の境界から他方の境界まで一定の向きに変化させる光
軸方向移動制御手段と、を有し、当該対象観察領域処理手段は、当該対象観察領域での当
該観察試料に対する当該対物レンズの焦点の位置の変化量が所定の量に達する毎に、当該
対象観察領域に対する当該画像の取得の処理若しくは当該刺激の処理を行い、、前述した
光軸方向移動制御手段による制御が終了したときにおける前述した観察試料に対する前述
した対物レンズの焦点の位置である終了焦点位置を取得する終了時焦点位置取得手段を更
に有し、当該光軸方向移動制御手段は、前述した対象観察領域について設定されている前
述した範囲を特定している２つの境界のうち、当該終了時焦点位置取得手段によって直近
に取得されていた当該終了焦点位置と近い方の境界から遠い方の境界へと前述した観察試
料に対する当該対物レンズの焦点の位置を変化させる、ことを特徴とするものである。
【００１４】
　また、本発明の別の態様のひとつである顕微鏡装置は、細胞の多点タイムラプス観察を
行う顕微鏡装置であって、対物レンズの光軸に対して垂直な平面上で観察試料を移動させ
る平面移動手段と、当該観察試料に対してなされる複数の観察領域の各々の当該平面上に
おける位置の設定を取得する観察領域位置設定取得手段と、当該対物レンズの合焦位置が
位置している当該観察領域である対象観察領域の画像の取得の処理、若しくは当該対象観
察領域への刺激の処理を行う対象観察領域処理手段と、当該対象観察領域と他の当該観察
領域との間の距離を算出する算出手段と、当該観察領域の全てを当該対物レンズの合焦位
置に順次位置させるべく当該観察試料の移動をさせるときに、当該距離に基づく順序であ
って当該移動の経路長を短くする当該順序で当該観察試料を移動させるように当該平面移
動手段を制御する平面移動制御手段と、前記観察領域から選ばれる最初に前記対象観察領
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域とするものである先頭観察領域の選択の設定を取得する選択取得手段と、前記平面移動
手段を制御して前記観察試料を移動させ、前記先頭観察領域を前記対物レンズの合焦位置
へ位置させる初動制御手段と、いずれかの前記観察領域が前記対物レンズの合焦位置に位
置したときに前記画像の取得の処理若しくは前記刺激の処理を前記対象観察領域処理手段
に行わせる対象観察領域処理制御手段と、を有し、前記平面移動制御手段は、前記対象観
察領域処理手段による前記画像の取得の処理若しくは前記刺激の処理がひとつの前記対象
観察領域に対して完了してから前記平面移動手段を制御し、所定の時間の経過を計時する
計時手段を更に有し、前記初動制御手段は、前記所定の時間が経過する度に前記平面移動
手段の制御を改めて開始し、前記平面移動制御手段は、前記所定の時間が経過する度に全
ての前記観察領域について前記画像の取得の処理若しくは前記刺激の処理が行われていな
いものとして前記平面移動手段の制御を行い、前記初動制御手段による制御が開始された
後に前記観察試料に対してなされる新たな領域の前記平面上の位置の設定を取得して当該
領域を前記観察領域とする観察領域位置設定追加取得手段を更に有する、ことを特徴とす
るものである。
【００１５】
　上述した構成によっても、前述した本発明に係る顕微鏡装置と同様の作用・効果を奏す
る結果、前述した課題が解決される。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、本発明によれば、多点タイムラプス観察を行うための実験の所要時間が
短縮されるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明を実施する共焦点レーザ走査型顕微鏡システムの構成を示している。
　図１において、共焦点レーザ顕微鏡本体１にはコンピュータ２が接続されている。コン
ピュータ２には、レーザ光の光源であるレーザ装置４と画像表示のための画像モニタ５と
が接続されている。
【００２０】
　レーザ装置４から共焦点レーザ走査型顕微鏡本体１へ入射したレーザ光は励起用ダイク
ロイックミラー１０２によって反射され、走査ユニット１０４に入射する。走査ユニット
１０４は、Ｘ軸方向走査用のガルバノメータミラーとＹ軸方向走査用のガルバノメータミ
ラーとを有しており、コンピュータ２から送られてくる走査制御信号に従い、レボルバ１
０５に取り付けられている対物レンズ１０６へのレーザ光の光路に対して垂直な平面上で
直交するＸ軸方向（主走査方向）とＹ軸方向（副走査方向）に対しレーザ光をＸＹ走査さ
せる。この二次元走査におけるＸ軸方向の走査による１ラインの走査が完了する毎に、走
査ユニット１０４は走査制御終了信号をコンピュータ２へ出力する。
【００２１】
　ＸＹ走査がされているレーザ光は、対物レンズ１０６を介し、ステージ１０７上に載置
されている観察試料１０８上へ、スポット光として照射される。このスポット光の照射に
よって観察試料１０８から対物レンズ１０６に到来する光（例えば、反射光、または観察
試料１０８から発生した蛍光）は共焦点レーザ走査型顕微鏡本体１内の入射光路へ戻され
るが、励起用ダイクロイックミラー１０２を透過してダイクロイックミラー１０３で反射
され、レンズ１０９で集光される。レンズ１０９の集光位置にはコンフォーカルアパーチ
ャ１１０が配置されており、共焦点光学系が構成されている。
【００２２】
　コンフォーカルアパーチャ１１０を通過した光は、バリアフィルタ１１１に入射する。
バリアフィルタ１１１は、入射した光のうち観察者の所望する波長のもののみを通過させ
てフォトマルチプライヤ等の光電変換器１０１に入力させる。光電変換器１０１は入力し
た光をアナログ電気信号へ変換する。コンピュータ２に設置されているＡ／Ｄ変換器２ｂ
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がこの電気信号をアナログ－デジタル変換することにより、光電変換器１０１は入力した
光の光量に応じたデジタルデータが得られる。
【００２３】
　このデジタルデータはメモリ２ｃに記憶される。走査ユニット１０４がＸＹ走査を１周
期行ってメモリ２ｃに蓄積されたデータに基づいて観察試料１０８に関する１枚の画像が
生成され、画像モニタ５に表示される。
　ステージ１０７は、レボルバ１０５に取り付けられている対物レンズ１０６の光軸に対
して垂直な平面（ＸＹ平面と称することとする）上で直交するＸ軸方向とＹ軸方向とに移
動可能な電動ＸＹステージ装置である。なお、走査ユニット１０４がレーザ光をＸ軸方向
に走査したときにはステージ１０７でのＸ軸方向にスポット光が走査され、レーザ光をＹ
軸方向に走査したときにはステージ１０７でのＹ軸方向にスポット光が走査されるものと
する。
【００２４】
　また、共焦点レーザ走査型顕微鏡本体１の内部若しくは外部には不図示のＺモータが電
動準焦部として備えられている。この電動準焦部を動作させることにより、レボルバ１０
５若しくはステージ１０７を、対物レンズ１０６の光軸方向であるＺ軸方向に移動させる
ことができる。
【００２５】
　これらの電動ＸＹステージ装置及び電動準焦部によるＸＹＺ各軸方向の移動は、コンピ
ュータ２によって制御される。
　コンピュータ２に接続されている操作パネル３は、キーボードに加え、トラックボール
やジョイスティック、あるいはマウス等のポインティングデバイスを有しており、観察者
が操作することによって、レーザ光の走査開始命令、画像取得命令、光電変換器１０１の
感度の調整命令などをコンピュータ２に対して行う。
【００２６】
　コンピュータ２は、ＣＰＵ（中央演算装置）を備えている計算・処理部２ａに制御プロ
グラム２ｄを実行させることによって図１に示したシステム全体の制御を司るものである
。特に、操作パネル３から走査開始命令が入力されたときには、コンピュータ２は、走査
制御信号を走査ユニット１０４へ出力し、光電変換器１０１から出力されるアナログ信号
をＡ／Ｄ変換器２ｂでデジタルデータに変換してメモリ２ｃへ転送し、観察試料１０８に
関する画像を走査指示のためのメニュー画面とともに画像モニタ５に表示させる。また、
コンピュータ２は、走査パネル３から感度の調整命令が入力されたときには、光電変換器
１０１に関する印加電圧、アンプゲイン、オフセット等の設定を共焦点レーザ走査型顕微
鏡本体１に対して行う。この他、走査ユニット１０４の動作制御、レーザ装置４からのレ
ーザ光の出射、以前にメモリ２ｃに記憶させたデータに基づく画像の画像モニタ５への表
示制御なども、操作パネル３からの所定の命令の入力に応じてコンピュータ２により行わ
れる。
【００２７】
　また、計算・処理部２ａは、観察者の所望する観察領域についての情報、例えばその位
置を特定する座標（例えば当該観察領域の中心位置の座標）を示す情報を、前述した対物
レンズ１０６の光軸を基準としたＸ、Ｙ、Ｚの座標値でメモリ２ｃに記憶させ、更に、そ
の観察領域での画像走査条件をメモリ２ｃに記憶させる。ここで、画像走査条件とは、光
電変換器１０１に関する印加電圧、アンプゲイン、オフセット、または、その観察領域に
おけるＺ軸方向のスライス数（Ｚ座標を一定間隔で変化させて取得するその観察領域に関
する画像の枚数）や各スライス間のステップサイズ（一定間隔でＺ座標を変化させてその
観察領域に関する画像を取得する際におけるＺ座標の変化幅）など、観察者の所望する画
像を取得するために必要な条件のことである。
【００２８】
　また、計算・処理部２ａは、コンピュータ２に設けられている記憶装置（不図示）に格
納されている制御プログラム２ｄを実行することにより、メモリ２ｃに記憶されている観
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察領域の位置情報に基づき、共焦点レーザ走査型顕微鏡本体１の現在の状態において対物
レンズ１０６の合焦位置に位置している観察領域から全ての観察領域を経由して元の観察
領域へ位置させるまでの移動経路が効率的となる登録位置の経由順序の決定が行われる。

                                                                                
【００２９】
　更に、計算・処理部２ａは、制御プログラム２ｄを実行することにより、決定された経
由順序に従った移動経路で観察試料１０８を移動させるべく、電動ＸＹステージ装置及び
電動準焦部の動作を制御する。
　次に、図１に示したシステムにおける計算・処理部２ａによって行われる、前述した観
察領域の経由順序の決定の手法について説明する。
【００３０】
　まず、観察者は、例えば共焦点レーザ走査型顕微鏡本体１に備えられている接眼レンズ
（不図示）を通して観察試料１０８の拡大像を観察する。ここで、電動ＸＹステージ装置
や電動準焦部を動作させて観察試料１０８上に複数の観察領域を設定してコンピュータ２
へその位置を登録する。
【００３１】
　図２は、観察領域の登録例を示している。ここで、図２（ａ）は観察領域の登録順を示
しており、Ｎｏ．１、Ｎｏ．２、Ｎｏ．３、Ｎｏ．４、Ｎｏ．５の順に登録されたものと
する。
　このような順序で観察領域の登録が行われた場合に、多点タイムラプス観察のための実
験における観察領域の画像の取得順をこの登録順に従って行うと、図２（ｂ）に矢印で示
すような、（１）、（２）、（３）、（４）、（５）の順でその取得が行われる。従来の
顕微鏡装置でこの実験を行うと、まさにこのような順序で画像の取得が行われていた。
【００３２】
　これに対し、本実施形態に係る手法では、以下に示す手法を採って観察領域の観察順（
画像の取得順）を決定する。
　まず、登録されている観察領域のうち観察を最初に行うもの（「先頭観察領域」と称す
ることとする）を観察者が選択し、操作パネル３を操作してコンピュータ２へ設定する。
なお、先頭観察領域を観察者が選択する代わりに、例えば、ＸＹ平面で対物レンズ１０６
の現在の合焦位置（以下、単に「観察位置」と称することとする）に最も近い観察領域や
、閉じたＸＹ平面における特定の隅に最も近い観察領域などを、制御プログラムの実行に
よって計算・処理部２ａが自動的に先頭観察領域として選択するようにしてもよい。
【００３３】
　今、図２（ａ）に示す登録順の例において、Ｎｏ．１の観察領域が先頭観察領域として
設定されたとする。
　次に、計算・処理部２ａは、先頭観察領域とその他の観察領域との間のＸＹ平面上での
距離を算出して比較し、先頭観察領域からの距離が最短である観察領域を選択する。
【００３４】
　図２（ａ）の観察領域の例では、図３（ａ）に示すように、Ｎｏ．１－Ｎｏ．２間、Ｎ
ｏ．１－Ｎｏ．３間、Ｎｏ．１－Ｎｏ．４間、Ｎｏ．１－Ｎｏ．５間の４つの距離を算出
し、このうち距離が最短であるのはＮｏ．１－Ｎｏ．４間であるので、Ｎｏ．１の観察領
域に続いてＮｏ．４がこの距離に基づいて選択される。
【００３５】
　なお、ここで、比較した距離が最短で等しい場合には、例えば前述した登録順に従い、
先に登録された観察領域を選択するようにする。
　ここで、「対象観察領域」という語を定義する。対象観察領域とは、ある観察順におい
て観察の対象とされる観察領域を指す。上述した図２（ａ）の例では、実験を開始したと
きに対物レンズ１０６の合焦位置に最初に位置させることとなる先頭の対象観察領域はＮ
ｏ．１の観察領域であり、二番目の対象観察領域はＮｏ．４の観察領域となる。
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【００３６】
　次に、計算・処理部２ａは、上述したようにして選択された対象観察領域に続く次の対
象観察領域の選択を行う。このときも、上述したものと同様に、現在の観察順での対象観
察領域と、未だ順序が確定していない残りの観察領域との間のＸＹ平面上での距離を算出
して比較し、この対象観察領域との間の距離が最短である観察領域を次の対象観察領域と
して選択する。
【００３７】
　図３（ａ）の例においてＮｏ．１の先頭観察領域に続いてＮｏ．４の観察領域が対象観
察領域として選択されたときには、図３（ｂ）に示すように、Ｎｏ．４－Ｎｏ．２間、Ｎ
ｏ．４－Ｎｏ．３間、Ｎｏ．４－Ｎｏ．５間の３つの距離を算出し、このうち距離が最短
であるのはＮｏ．４－Ｎｏ．２間であるので、Ｎｏ．４の観察領域に続いてＮｏ．２が次
の対象観察領域としてこの距離に基づいて選択される。
【００３８】
　以降、計算・処理部２ａは、上述した観察領域の選択を繰り返すことによって、全ての
観察領域の観察順を決定する。
　図２（ａ）に示した観察領域の例に対して上述したようにして決定された観察領域の観
察順を図４に示す。このように、図２（ａ）の例からは、Ｎｏ．１→Ｎｏ．４→Ｎｏ．２
→Ｎｏ．５→Ｎｏ．３の順序が決定される。
【００３９】
　以上のように、観察領域のうち観察（画像の取得）が未だ行われていないものであって
且つ対象観察領域との間の距離が最短であるものを先頭観察領域から順次選択して観察順
序が決定される。そして、この観察順に従って全ての観察領域を観察位置に順次位置させ
て行う観察を所定の時間間隔をおいて繰り返すことにより、多点タイムラプス観察が可能
となる。
【００４０】
　ここで、図２（ｂ）と図４とを比較すれば明らかなように、本実施形態に係る手法を採
ることにより、各観察領域を観察位置に順次位置させるために移動させる観察試料１０８
の移動量は短くなる。従って、それだけ電動ＸＹステージ装置や電動準焦部の動作の無駄
が削減される結果、実験の所要時間が短縮される。また、電動ＸＹステージ装置や電動準
焦部の動作時間が短くなるので、それだけ電動ＸＹステージ装置や電動準焦部を動作させ
ると生じる振動が観察試料１０８へ及ぼす影響も低減される。
【００４１】
　次に図５及び図６について説明する。これらの図は、コンピュータ２の計算・処理部２
ａによって行われる制御処理の処理内容をフローチャートで示したものである。なお、同
図に示す処理は、前述した制御プログラム２ｄを計算・処理部２ａで実行させることによ
って実現される。
【００４２】
　まず、図５のフローチャートについて説明する。同図は観察順決定処理の処理内容を示
している。この処理は、上述した本実施形態に係る手法に従って各観察領域の観察順を決
定するための処理である。なお、この処理は、後述する顕微鏡制御処理において実行され
る。
【００４３】
　なお、ここでは、この処理の実行開始前に、各観察領域及びその位置に関する情報がコ
ンピュータ２のメモリ２ｃに既に記憶されているものとする。
　まず、Ｓ１０１では、観察者若しくは計算・処理部２ａ自身によって各観察領域から選
択され設定された先頭観察領域を取得し、取得された先頭観察領域を観察順の先頭として
設定する処理が行われ、続くＳ１０２では、この先頭観察領域を現在の対象観察領域とし
て設定する処理が行われる。
【００４４】
　Ｓ１０３では、メモリ２ｃに記憶されている観察領域のうち未だ観察順の設定されてい
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ないものと直近に観察順が設定された対象観察領域との間のＸＹ平面上での距離を各々算
出する処理が行われ、続くＳ１０４において、そのうち対象観察領域との間の距離が最短
である観察領域を選択し、選択された観察領域を次の観察順として設定する処理が行われ
る。
【００４５】
　Ｓ１０５では、メモリ２ｃに記憶されている観察領域のうち未だ観察順の設定されてい
ないものが未だ残されているか否かを判定する処理が行われ、未だ残されていると判定し
た（判定結果がＹｅｓ）ならば、Ｓ１０６において、前述したＳ１０４の処理が直近に実
行されたときに観察順が設定された観察領域を対象観察領域として設定する処理が行われ
、その後はＳ１０３へと処理を戻して上述した処理が繰り返される。一方、Ｓ１０５の判
定処理において、観察順の設定されていない観察領域が残されていないと判定した（判定
結果がＮｏ）ならば、全ての観察領域について観察順が決定されたとみなし、この観察順
処理を終了する。
【００４６】
　以上までの処理が観察順決定処理である。
　次に図６のフローチャートについて説明する。同図は顕微鏡制御処理の第一の例の処理
内容を示している。この処理は、図１に示したシステム全体を制御して多点タイムラプス
観察のための実験を行わせる処理であり、前述した制御プログラム２ｄを計算・処理部２
ａで実行させると開始される。
【００４７】
　まず、Ｓ１１１では、図５に示した観察順決定処理が実行されて全ての観察領域につい
て観察順が決定される。
　Ｓ１１２では、計算・処理部２ａ自身が有している、時間経過を計時するタイマ（不図
示）を起動させて計時を開始させる処理が行われる。
【００４８】
　Ｓ１１３では、ステージ１０７である電動ＸＹステージ装置を制御し、先頭観察領域（
観察順が先頭とされている対象観察領域）を観察位置に位置させるように観察試料１０８
を移動させる処理（初動制御処理）が行われる。
　Ｓ１１４では、共焦点レーザ走査型顕微鏡本体１を制御して観察位置に現在位置してい
る対象観察領域の画像の取得（対象観察領域処理）を行わせてメモリ２ｃに記憶させる処
理が行われ、処理完了後にＳ１１５に処理を進める。
【００４９】
　Ｓ１１５では、Ｓ１１１の観察順決定処理で決定された観察順に、現在の対象観察領域
に続くものが存在するか否かを判定する処理が行われ、存在する（判定結果がＹｅｓ）な
らば、Ｓ１１６においてステージ１０７である電動ＸＹステージ装置を制御し、次の観察
順である対象観察領域を観察位置に位置させるように観察試料１０８を移動させる処理が
行われ、その後はＳ１１４へ処理を戻して上述した処理が繰り返される。一方、現在の対
象観察領域に続く観察順である観察領域が存在しない（Ｓ１１５の判定結果がＮｏ）なら
ばＳ１１７に処理を進める。
【００５０】
　Ｓ１１７では、画像の取得を終了するか否かを判定する処理が行われ、終了する（判定
結果がＹｅｓ）ならばこの顕微鏡制御処理を終了する。一方、画像の取得を継続する（判
定結果がＮｏ）ならばＳ１１８に処理を進める。
　なお、このＳ１１７の判定は、例えば観察者が操作パネル３を操作して終了指示を与え
たか否かを判定する。また、その代わりに、例えば観察領域の画像の取得枚数が予め設定
されていた所定枚数に達したか否かの判定や、実験開始からの経過時間が予め設定されて
いた実験の所要時間を経過したか否かの判定を行って自動的にこの処理が終了するように
してもよい。
【００５１】
　Ｓ１１８では、前述したタイマが予め設定されていた所定時間の経過を計時したか否か
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を判定する処理が行われ、所定時間の経過が計時されるまで（判定結果がＹｅｓとなるま
で）このＳ１１８の処理が繰り返される。
　Ｓ１１９では、前述したタイマをリセットして計時を再開始させる処理が行われ、その
後はＳ１１３へ処理を戻し、全ての観察領域について画像の取得が行われていないものと
して改めて先頭観察領域から上述した処理が行われる。
【００５２】
　以上までの処理が顕微鏡制御処理であり、計算・処理部２ａがこの処理を実行すること
によって、図１に示したシステムで多点タイムラプス観察のための実験が行われる。
　次に、本発明の別の実施形態について説明する。なお、以上までに説明した実施形態を
「実施例１」と称することとし、これより説明する実施形態を「実施例２」と称すること
とする。
【００５３】
　実施例１では、各観察領域間のＸＹ平面上での距離に基づいて決定された観察順に基づ
いて観察試料１０８を移動させ、対象画像領域の画像の取得を行っていたが、対象画像領
域におけるスライス像（観察試料１０８と対物レンズ１０６の焦点位置をＺ軸方向に相対
的に移動させて取得される画像）の取得のための動作を考慮していなかった。これに対し
、実施例２では、対象画像領域における観察（スライス像の取得）のための観察試料１０
８と対物レンズ１０６の焦点位置との相対的な移動量をも短くして多点タイムラプス観察
のための実験を行えるようにするというものである。
【００５４】
　実施例２に係るシステム構成は、図１に示したものをそのまま使用することができる。
　ここで、図７の例を参照しながら、実施例２における観察領域（観察試料１０８）の移
動経路の選択手順を説明する。
　まず、観察者は、例えば共焦点レーザ走査型顕微鏡本体１に備えられている接眼レンズ
（不図示）を通して観察試料１０８の拡大像を観察する。ここで、電動ＸＹステージ装置
や電動準焦部を動作させて観察試料１０８上に複数の観察領域を設定してコンピュータ２
へその位置を登録する。但し、この設定及び登録においては、観察領域毎に、観察（スラ
イス像の取得）を行うＺ軸方向の範囲を、例えばその範囲の境界を示すＺ座標を特定する
等して設定し登録する。登録された観察領域毎の位置や範囲の情報はメモリ２ｃに記憶さ
れる。
【００５５】
　次に、実施例１に係る手法を実行して観察領域の全てについて観察順を決定する。
　今、実施例１に係る手法で観察順が、図７（ａ）に示すように、Ｎｏ．１→Ｎｏ．２→
Ｎｏ．３→Ｎｏ．４のように決定された４つの観察領域を例にして考える。このとき、各
観察領域におけるＺ軸方向のスライス像の取得範囲が、図７（ｂ）に観察領域毎に「Ｔｏ
ｐ」及び「Ｂｏｔｔｏｍ」と示されている境界位置で設定されているものとする。
【００５６】
　次に、決定された観察順に従い、ステージ１０７である電動ＸＹステージ装置を制御し
、先頭観察領域を観察位置に位置させるように観察試料１０８を移動させる。そして、先
頭観察領域についてのスライス像の取得範囲の設定に従って電動準焦部の動作を制御し、
対物レンズ１０６の合焦点をその範囲の一方の境界から他方の境界へと相対的に移動させ
ながら所定の移動間隔で観察（スライス像の取得）を行う。
【００５７】
　なお、この先頭観察領域において合焦点の移動を開始させるスライス像の取得範囲の境
界の選択は、ここでは予め固定されているものとするが、観察者が自由に選択できるよう
にしてもよい。
　図７の例では、まず、先頭観察領域であるＮｏ．１の観察領域において、対物レンズ１
０６の合焦点が「Ｔｏｐ１」のＺ軸方向位置から「Ｂｏｔｔｏｍ１」のＺ軸方向位置へと
移動するように電動準焦部の動作を制御し、このとき所定の移動間隔で観察を行う。
【００５８】
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　先頭観察領域についての観察（スライス像の取得）を終えたならば、ステージ１０７で
ある電動ＸＹステージ装置を制御し、次の観察順である観察領域を観察位置に位置させる
ように観察試料１０８を移動させ、この観察領域についてのスライス像の取得範囲の設定
に従って電動準焦部を制御し、対物レンズ１０６の合焦点をその範囲の一方の境界（「開
始焦点位置」と称することとする）から他方の境界（「終了焦点位置」と称することとす
る）へと相対的に移動させながら所定の移動間隔で観察を行う。但し、この観察領域にお
いて合焦点の移動を開始させるスライス像の取得範囲の境界の選択は、直前の観察順の観
察領域（このときは先頭観察領域）に対して行われた観察の終了時における終了焦点位置
に近い方の境界を選択するものとする。
【００５９】
　図７の例で説明すると、先頭観察領域Ｎｏ．１に対する観察が対物レンズ１０６の合焦
点が「Ｂｏｔｔｏｍ１」のＺ軸方向位置に位置したときに終了すると、ステージ１０７で
ある電動ＸＹステージ装置を制御し、観察順が二番目であるＮｏ．２の観察領域を観察位
置に位置させるように観察試料１０８を移動させる。ここで、図７（ｂ）を参照すれば明
らかなように、Ｎｏ．２の観察領域についてのスライス像の取得範囲の設定における境界
「Ｂｏｔｔｏｍ２」は、もう一方の境界「Ｔｏｐ２」よりも終了焦点位置「Ｂｏｔｔｏｍ
１」に近い。従って、ここで電動準焦部を制御し、対物レンズ１０６の合焦点をまず開始
焦点位置となる「Ｂｏｔｔｏｍ２」のＺ軸方向位置に位置させ、ここから終了焦点位置で
ある「Ｔｏｐ２」のＺ軸方向位置へと対物レンズ１０６の合焦点を相対的に移動させなが
ら所定の移動間隔で観察を行う。
【００６０】
　以降、上述した手法と同様にして、直前の観察順の観察領域の終了焦点位置に近い方の
境界を選択して次の観察順の観察領域の観察を開始する。
　図７の例で引き続き説明すると、Ｎｏ．２の観察領域における終了焦点位置は「Ｔｏｐ
２」であり、「Ｔｏｐ２」は次の観察順であるＮｏ．３の観察領域におけるスライス像の
取得範囲の設定における境界「Ｂｏｔｔｏｍ３」の方が境界「Ｔｏｐ３」よりも近いので
、Ｎｏ．３の観察領域では開始焦点位置「Ｂｏｔｔｏｍ３」から終了焦点位置「Ｔｏｐ３
」へ対物レンズ１０６の合焦点を移動させながら観察を行う。同様に、Ｎｏ．３に続くＮ
ｏ．４の観察領域では、Ｎｏ．３の観察領域における終了焦点位置「Ｔｏｐ３」に近い境
界「Ｔｏｐ４」から境界「Ｂｏｔｔｏｍ４」へ対物レンズ１０６の合焦点を移動させなが
ら観察を行う。
【００６１】
　以上のようにすることにより、Ｚ軸方向における対物レンズ１０６の合焦点の観察試料
１０８に対する相対的な移動経路も短くなり、電動準焦部の無駄な動作が更に少なくなる
ので、実験の所要時間が更に短縮され、また電動準焦部を動作させると生じる振動が観察
試料１０８へ及ぼす影響も更に低減される。
【００６２】
　次に図８について説明する。同図は顕微鏡制御処理の第二の例の処理内容をフローチャ
ートで表したときに、図６に示した第一の例と異なる部分を示したものである。この第二
の例の処理は、図１に示したシステム全体を制御して多点タイムラプス観察のための実験
を行わせる処理であり、上述したＺ軸方向における対物レンズ１０６の合焦点の観察試料
１０８に対する相対的な移動経路を短くする手法を図１に示したシステムで実現するため
に計算・処理部２ａによって行われる処理である。なお、この処理も、前述した制御プロ
グラム２ｄを計算・処理部２ａで実行させると開始される。
【００６３】
　この第二の例の処理内容は、図６に示した第一の例におけるＳ１１４、Ｓ１１５、及び
Ｓ１１６の各処理が図８に示されているＳ２０１からＳ２０８にかけての処理に置き換え
られたものとなる。なお、この第二の例では、図８に示した処理ステップについてのみ説
明することとする。
【００６４】
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　図６のＳ１１３の処理に続いて実行されるＳ２０１では、電動準焦部を制御して、先頭
観察領域について設定されている開始焦点位置を対物レンズ１０６の合焦点に位置させる
処理が行われる。
　Ｓ２０２では、共焦点レーザ走査型顕微鏡本体１を制御して観察位置に現在位置してい
る対象観察領域の画像の取得（対象観察領域処理）を行わせてメモリ２ｃに記憶させる処
理が行われる。
【００６５】
　Ｓ２０３では、電動準焦部の動作による観察試料１０８と対物レンズ１０６との相対的
な移動によって、対物レンズ１０６の合焦点が、現在の対象観察領域における終了焦点位
置を通り過ぎたか否かが判定され、通り過ぎた（判定結果がＹｅｓ）ならば、現在の対象
観察領域における今回の観察（スライス像の取得）は完了したとみなし、Ｓ２０５に処理
を進める。一方、通り過ぎていない（Ｓ２０３の判定結果がＮｏ）ならば、Ｓ２０４にお
いて、電動準焦部を制御して対物レンズ１０６の合焦点を対象観察領域の終了焦点位置の
向きへ所定量だけ移動させる処理が行われ、その後はＳ２０２へと処理を戻して画像の取
得処理が再度行われる。なお、この所定量は、メモリ２ｃに記憶されている前述した画像
走査条件に基づいて設定される。
【００６６】
　Ｓ２０５では、Ｓ１１１（図６）の観察順決定処理（図５）で決定された観察順に、現
在の対象観察領域に続くものが存在するか否かを判定する処理が行われ、存在する（判定
結果がＹｅｓ）ならばＳ２０６に処理を進め、存在しない（判定結果がＮｏ）ならば図６
のＳ１１７に処理を進め、以降図６に示した処理が行われる。
【００６７】
　Ｓ２０６では、ステージ１０７である電動ＸＹステージ装置を制御し、次の観察順であ
る観察領域を対象観察領域として観察位置に位置させるように観察試料１０８を移動させ
る処理が行われる。
　Ｓ２０７では、この対象観察領域について設定されているスライス像の取得範囲を特定
する２つの境界の各々と、メモリ２ｃから取得される直前の観察領域の終了焦点位置との
間の距離を各々算出する処理が行われ、続くＳ２０８において電動準焦部を制御して、算
出された距離が短い方の境界を対物レンズ１０６の合焦点に位置させる処理が行われ、そ
の後はＳ２０２へと処理を戻して画像の取得処理が再度行われる。なお、このときに対物
レンズ１０６の合焦点に位置させた方の境界が次の観察順である観察領域における開始焦
点位置となり、他方の境界がその観察領域における終了焦点位置となる。
【００６８】
　以上の顕微鏡制御処理の第二の例を計算・処理部２ａが実行することによって、図１に
示したシステムで、Ｚ軸方向における対物レンズ１０６の合焦点の観察試料１０８に対す
る相対的な移動経路の短い、多点タイムラプス観察のための実験が可能となる。
　次に本発明の更なる別の実施例である実施例３について説明する。
【００６９】
　例えば多点タイムラプス観察における生細胞の時系列観察において、細胞の形状に変化
が生じたり細胞が移動したりした場合に、その実験中に観察領域を追加設定する必要性が
生じることがある。
　例えば、図９（ａ）に示すように、観察領域の観察順が前述した観察順決定処理（図５
）によって「領域Ａ」→「領域Ｂ」と決定されていたときに、領域Ａに含まれていた細胞
が実験開始後に成長したために領域Ａのみでは全体像を観察しきれなくなってしまった場
合を考える。このときには、図９（ｂ）に示すように、領域Ａに隣接する領域Ｃを実験開
始後に追加しなければ全体像が観察できない。
【００７０】
　実施例３では、このような実験開始後の観察領域の追加設定を可能とする。
　実施例３に係るシステム構成は、図１に示したものをそのまま使用することができる。
　次に図１０について説明する。同図は顕微鏡制御処理の第三の例の処理内容をフローチ
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ャートで表したときに、図６に示した第一の例と異なる部分を示したものである。この第
三の例の処理は、図１に示したシステム全体を制御して多点タイムラプス観察のための実
験を行わせる処理であり、上述した実験開始後の観察領域の追加を図１に示したシステム
で可能とするために計算・処理部２ａによって行われる処理である。なお、この処理も、
前述した制御プログラム２ｄを計算・処理部２ａで実行させると開始される。
【００７１】
　この第二の例の処理内容は、図６に示した第一の例におけるＳ１１８の処理が図１０に
示されているＳ３０１からＳ３０４にかけての処理に置き換えられたものとなる。なお、
この第三の例では、図１０に示した処理ステップについてのみ説明することとする。
　図６のＳ１１７の判定結果がＮｏであったときに実行されるＳ３０１では、前述したタ
イマが予め設定されていた所定時間の経過を計時したか否かを判定する処理が行われ、所
定時間の経過が計時されたならば（判定結果がＹｅｓとなったならば）図６のＳ１１９に
処理を進める。一方、所定時間の経過を未だ計時していないならば（判定結果がＮｏなら
ば）Ｓ３０２に処理を進める。
【００７２】
　Ｓ３０２では、観察領域の追加の指示を取得したか否かを判定する処理が行われる。な
お、この観察領域の追加は、例えばユーザが操作パネル３を操作して観察領域の位置等の
情報を入力することによりなされるが、その代わりに、例えば一定の時間間隔で取得され
ている観察領域の画像に表されている細胞等の同一試料の像の輪郭の一部にある時刻にお
いて突然欠けが生じたことを検出し、この検出結果に基づいて追加すべき観察領域の位置
等の情報を計算・処理部２ａ自身が生成して追加するようにしてもよい。
【００７３】
　このＳ３０２の判定処理において、この指示を取得したのであれば（判定結果がＹｅｓ
ならば）、Ｓ３０３において、この指示に係る追加の観察領域についての情報をメモリ２
ｃに記憶させる処理が行われ、続くＳ３０４において、図５に示した観察順決定処理が、
追加されたものを含む全ての観察領域を対象として行われ、その後はＳ３０１へ処理を戻
して上述した処理が繰り返される。
【００７４】
　一方、Ｓ３０２の判定処理において、観察領域の追加の指示を取得していないならば（
判定結果がＮｏならば）、直ちにＳ３０１へ処理を戻して上述した処理が繰り返される。
　以上の顕微鏡制御処理の第三の例を計算・処理部２ａが実行することによって、図１に
示したシステムで、実験開始後の観察領域を追加することのできる、多点タイムラプス観
察のための実験が可能となる。
【００７５】
　なお、図８に示した変更を図６に示したフローチャートへ加えた顕微鏡処理の第二の例
に対し、図１０に示した変更を更に加えることにより、実施例２においても多点タイムラ
プス観察のための実験の開始後に観察領域を追加することができるようになる。
　なお、図５、図６、図８、及び図１０の各々にフローチャートで示した処理をコンピュ
ータ２の計算・処理部２ａが有しているＣＰＵ（不図示）に行わせるための制御プログラ
ム２ｄをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録させておき、そのプログラムを記録
媒体からコンピュータ２に読み込ませてＣＰＵで実行させるようにしても、図１に示した
システムで前述した多点タイムラプス観察の実験を行うための制御をコンピュータ２に行
わせることができる。
【００７６】
　記録させた制御プログラムをコンピュータで読み取ることの可能な記録媒体としては、
図１１に示すように、例えば、コンピュータ２００に内蔵若しくは外付けの付属装置とし
て備えられるＲＯＭやハードディスク装置などの記憶装置２０１、フレキシブルディスク
、ＭＯ（光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどといった、コンピュータ
２００に設けられている媒体駆動装置２０２によって読み取り可能な携帯可能記録媒体４
０３等が利用できる。
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【００７７】
　また、このような記録媒体はネットワーク回線２０４を介してコンピュータ２００と接
続される、プログラムサーバ２０５として機能するコンピュータが備えている記憶装置２
０６であってもよい。この場合には、制御プログラムを表現するデータ信号で搬送波を変
調して得られる伝送信号を、プログラムサーバ２０５から伝送媒体であるネットワーク回
線２０４を通じてコンピュータ２００へ伝送するようにし、コンピュータ２００では受信
した伝送信号を復調して制御プログラムを再生することでこの制御プログラムをコンピュ
ータ２００内のＣＰＵで実行できるようになる。
【００７８】
　その他、本発明は、上述した実施形態に限定されることなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲内で種々の改良・変更が可能である。
　例えば、上述した各実施形態においては、多点タイムラプス観察のため対物レンズ１０
６の合焦点の観察領域の画像の取得を行うようにしていた（図６のＳ１１４や図８のＳ２
０２）が、この画像の取得の処理に代えて、若しくは画像の取得の処理に併せて、対物レ
ンズ１０６を介して強いレーザ光を観察試料１０８の対象観察領域へ照射する処理を行う
ようにして、対物レンズ１０６の合焦点に順次位置する対象観察領域に含まれる細胞等へ
次々と刺激を与えるといった対象観察領域への処理を行うようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明を実施する共焦点レーザ走査型顕微鏡システムの構成を示す図である。
【図２】観察領域の登録例を示す図である。
【図３】観察領域の移動経路の選択手順を説明する図（その１）である。
【図４】観察領域の移動経路の選択結果を示す図である。
【図５】観察順決定処理の処理内容を示すフローチャートである。
【図６】顕微鏡制制御処理の第一の例の処理内容を示すフローチャートである。
【図７】観察領域の移動経路の選択手順を説明する図（その２）である。
【図８】顕微鏡制御処理の第二の例における第一の例と異なる部分を示す図である。
【図９】観察領域の追加を説明する図である。
【図１０】顕微鏡制御処理の第三の例における第一の例と異なる部分を示す図である。
【図１１】記録させた制御プログラムをコンピュータで読み取ることの可能な記録媒体の
例を示す図である。
【符号の説明】
【００８０】
　　　　１　共焦点レーザ顕微鏡本体
　　　　２　コンピュータ
　　　　２ａ　計算・処理部
　　　　２ｂ　Ａ／Ｄ変換器
　　　　２ｃ　メモリ
　　　　２ｄ　制御プログラム
　　　　３　操作パネル
　　　　４　レーザ装置
　　　　５　画像モニタ
　　１０１　光電変換器
　　１０２　励起用ダイクロイックミラー
　　１０３　ダイクロイックミラー
　　１０４　走査ユニット
　　１０５　レボルバ
　　１０６　対物レンズ
　　１０７　ステージ
　　１０８　観察試料
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　　１０９　レンズ
　　１１０　コンフォーカルアパーチャ
　　１１１　バリアフィルタ
　　２００　コンピュータ
　　２０１　記憶装置
　　２０２　媒体駆動装置
　　２０３　携帯可能記録媒体
　　２０４　ネットワーク回線
　　２０５　プログラムサーバ
　　２０６　記憶装置

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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